
①BOリストの写し交付申出①BOリストの写し交付申出

株式会社
（利用者）

　株式会社の申出により，商業登記所が，当該株式会社が作成した
実質的支配者リスト（※）について，所定の添付書面により内容を
確認して，その写しを発行する制度が始まります。

（※）実質的支配者リストとは，実質的支配者（Beneficial Owner（BO））について，その要件
である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。

実質的支配者
リスト制度

Ｂ金融機関等

Ｃ金融機関等

Ａ金融機関等

（詳しくは法務省のホームページへ）
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html法務省民事局

̶ 令和４年１月31日開始 ̶

②BOリストの写し交付（無料）②BOリストの写し交付（無料）

③BOリストの
　写し提出
③BOリストの
　写し提出

商業登記所（全国84か所）

A　再校
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